
令和５年７月

㈱公論出版

『運行管理者試験 問題と解説 旅客編 令和５年８月受験版』

お詫びと訂正のご案内

　『運行管理者試験 問題と解説 旅客編 令和５年８月受験版』をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。

　本書の内容に誤りがございました。この度はご迷惑をおかけ致しまして誠に申し訳ございません。

　訂正してお詫び致します。

頁数等 内容 掲載日

第４章　労働基準法

２  演習問題

275 ページ

問３　選択肢１．２．４．

誤字を赤字下線のとおりに
訂正

誤

１ ．使用者は、労働者を雇用しようとする場合において、
少なくとも 30 日前にその予告をしなければならない。
30 日前に予告をしない使用者は、30 日分以上の平均賃
金を支払わなければならない。

２ ．労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の
完了に必要な期間を定めるもののほかは、３年（法第 14 条（契
約期間等）第１項各号のいずれかに該当する労働契約にあっ
ては、５年）を超える期間について締結しなければならない。

３ ．省略
４ ．使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者

の請求があった場合においては、30 日以内に賃金を支払い、
積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者
の権利に属する金品を変換しなければならない。

令和５年７月 19 日

正

１ ．使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、
少なくとも 30 日前にその予告をしなければならない。
30 日前に予告をしない使用者は、30 日分以上の平均賃
金を支払わなければならない。

２ ．労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の
完了に必要な期間を定めるもののほかは、３年（法第 14 条（契
約期間等）第１項各号のいずれかに該当する労働契約にあっ
ては、５年）を超える期間について締結してはならない。

３ ．省略
４ ．使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者

の請求があった場合においては、30 日以内に賃金を支払い、
積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者
の権利に属する金品を返還しなければならない。


